
 

車両への観光広告物製作事業助成金制度の概要 

 

【制度施行日：平成２５年１２月１日】  

【取扱担当課：柳川市産業経済部観光課】 

                     

 

 

柳川市では、長距離を走るトラックなどの車両に「川下り」や「さげもん」など、

観光ＰＲのための広告物を掲載した場合、製作費の一部を助成します。 

会社などの車両を使って、観光ＰＲに一役買ってみませんか。 

 

 

【概 要】 

 ■対象事業者 ：柳川市内に主たる事業所を有する企業（個人事業主も含む）が対象 

です。 

 

 

 ■対象事業内容：車両に「川下り」や「さげもん」、「のり」、「うなぎのせいろ蒸し」 

など、柳川をＰＲする図案と「柳川」の文字を含む広告物を掲載する場合が対象 

です。 

 

   

 ■申請について：デザイン案などを用意し、事前に市に申請を行ってください。事後 

の申請は助成金の対象外となりますのでご注意ください。また、製作の取りかか   

りは、市からの交付決定後になります。 

 

 

 ■助 成 金 ：広告物の製作掲載に必要な費用の２分の１を予算の範囲内において、

上限２５万円を交付します。（ただし、同一の事業所からの申請は、同一年度内

に１回となります。） 

 

   交付の例・・１台の制度対象製作費用が２５万円の場合 

    １台製作の場合 ２５万円×１／２＝１２万５千円（市交付金） 

    ２台製作の場合 ５０万円×１／２＝２５万 （上限・市交付金） 

    （３台以上になった場合も、助成金は上限の２５万円となります。） 

 

 

 

 



 ■申請から交付までの流れ 

 

 

 

 

        

※製作等は、②により市からの交付決定後に実施。 

 

 

 

       ※事業の終了は３月３１日まで。 

 

 

        

 

 

 

 

 

     

上記手続きの際の提出（添付）書類 

① 交付申請時    

・様式１号 

・図案または掲載図案 

        ・製作に係る見積書の写し 

        ・自動車車検証の写し 

        ・その他市長が必要と認める書類 

     ③ 実績報告時 

・様式５号 

・事業費用の領収書の写し 

        ・完了写真 

        ・その他市長が必要と認める書類 

     ⑤ 請求時 

        ・様式７号 
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① 市に申請書（様式１号）を提出 

     ② 交付の決定 

③ 市に実績報告書（様式５号）を提出 

     ④ 額の確定通知（現地調査） 

⑤ 市に請求書（様式７号）を提出 

     ⑥ 助成金の交付 

－ お問い合わせ先 － 

 〒８３２－８６０１・柳川市本町８７－１ 

   柳川市産業経済部 観光課 観光推進係 

   ＴＥＬ ０９４４－７７－８５６３（直通） 

   ＦＡＸ ０９４４－７３－２５１６（共有） 


